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Ⅰ．「スタートアップ創出型萌芽的研究開発支援事業」研究管理機関の公募について 
 
１ 総則 

本要領は、「スタートアップ創出型萌芽的研究開発支援事業」（以下「本事業」という。）の研究

管理機関の公募（以下「本公募」という。）について必要な事項を定める。 

 

２ 「スタートアップ創出型萌芽的研究開発支援事業」の目的 

本事業は、全国各地・各分野の支援機関ネットワークを活用し、官民の役割分担の下、芽出しの研

究開発から事業化までの一気通貫での支援を実施することで、先端的な ICT を創出・活用する次世

代の産業を育成することを目的とする。 

 

３ 募集目的と業務内容 

本公募は、本事業における業務実施機関の運営委員会によって研究開発の実施者に選定された者

（以下「研究グループ」という。）を管理し、サポートする研究管理機関を公募するものである。本

事業の実施に係る全体像を図 1に示す。 

 
図 1 実施体制 

研究管理機関は総務省との間で、図１の「研究管理機関の業務の対象部分」（以下「対象部分」と

いう。）について委託契約を結び、研究開発の実施については研究グループに再委託し、自らは専ら

研究グループの管理とサポートを行う。 

研究管理機関が実施する業務（以下「業務」という。）は次の通り。 

・研究グループとの研究実施契約（再委託） 
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・経理処理 

・研究グループからの予算執行に関する質問対応 

・その他 

各業務の詳細については、別添２「『スタートアップ創出型萌芽的研究開発支援事業』研究管理機関

業務実施要領」を参照のこと。 

 本公募において応募者は、業務を遂行するための工夫や体制作り等について企画し、提案書を提

出しなければならない。 

 

４ 業務実施計画期間と予算額等 

業務の実施期間は、2023 年６月から 2028 年３月末までの４年 10 か月である。業務は１サイクル

１年となる想定である。ただし、初年度は 2024年３月までの１年未満とする。契約は年度ごとに締

結する（契約については「９ 契約の締結等」も参照。）。 

本公募の対象部分に対する 2023年度の予算額は 210百万円（一般管理費、消費税及び地方消費税

を含む。）であり、業務の費用は、この予算額の一部として、総務省が相当と認める金額（以下「委

託費用」という。）を決定する。2024 年度以降は、該当年度の予算成立を前提とするため未確定で

ある。 

また、本公募への提案において用いる委託費用の区分は「別表：委託費用の区分」の通りである。

業務の計画及び執行に当たって研究管理機関は可能な限り合理化に努めるものとする。 

 
５ 応募資格 

本公募に応募できる者は、次の（１）から（10）までの全ての条件を満たすことのできる法人（企

業や民間団体等）とする。 

（１）予算決算及び会計令第 70条の規定に該当しない者であること。 

（２）予算決算及び会計令第 71条の規定に該当しない者であること。 

（３）日本国において登記された法人であること。 

（４）業務を遂行するために必要な組織、人員等を有していること。 

（５）業務を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ、資金等について十分な管理能力を

有していること。 

（６）国が本事業を推進する上で必要とする措置を、迅速かつ効率的に遂行できる体制を構築できる

こと。 

（７）業務と各技術課題の間における人員、事務、情報等の分界が明確であり、中立的な立場で「３ 

業務内容と募集目的」に記載の業務を実施できる体制を確立していること。 

（８）以下の暴力団排除対象者に該当しない者であること。 

① 契約の相手方として不適当な者 

ア 法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、法人である

場合は役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう。）の代表者、団

体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。）が、暴

力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）第２条
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第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員（同法第２条第６号に規定す

る暴力団員をいう。以下同じ。）であるとき 

イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加え

る目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき 

ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接

的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき 

エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしてい

るとき 

オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき 

② 契約の相手方として不適当な行為をする者 

ア 暴力的な要求行為を行う者 

イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者 

ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者 

エ 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者 

オ その他前各号に準ずる行為を行う者 

（10）上記暴力団排除対象者であることを知りながら契約等の相手方としないこと。 

 

６ 応募の方法について 

（１）応募方法 

下記（３）の応募書類一式の電子ファイルを、下記（４）提出先に記載のメールアドレスへ送

付すること。 

 

（２）公募期間 

2023 年４月 18 日（火）から同年５月 19 日（金）17 時まで 

※ 応募書類一式の容量が 10メガバイトを超過しそうな場合は、2023年 5月 19日（金）15時ま

でに下記（４）提出先に記載のメールアドレスへ御連絡をお願いいたします。大容量電子ファイ

ルの受領環境を用意いたします。 

 

（３）応募書類（様式が指定されているもの以外は様式自由とする。） 

① 公募申請書【様式１】 

② 法人の定款又は寄附行為 

③ 法人の概要が分かる説明資料 

④ 過去３年程度の業務報告及び決算報告（又は業務計画及び収支予算） 

⑤ 業務実施計画提案書 

⑥ 実施体制及び業務に係る組織に関する説明書 

⑦ 委託費内訳書【様式２】：業務を実施するために必要な委託費の全ての額（消費税及び地方

消費税を含む。）を記載した内訳書 
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⑧ その他（ワーク・ライフ・バランス等推進企業に関する認定や法人の属性、説明内容等を証

明又は補完する資料） 

 

（４）提出先 

総務省国際戦略局技術政策課 

電子メールアドレス：scope@soumu.go.jp 

 

（５）提出方法及び提出に当たっての留意事項 

① 電子メールによる提出は、総務省のメールサーバが受信した時刻を提出日時とする。システ

ムの不具合の発生等に備えて余裕を持った提出を心がけると共に、電子メールの送信内容と時

刻を客観的に説明できるものを確保すること。 

② 「５ 応募資格」を満たさない者が提出した応募書類等は無効とする。 

③ 虚偽の記載をした応募書類等は無効とする。 

④ 応募書類等の作成及び提出に係る費用は、応募者の負担とする。 

⑤ 提出された応募書類等について、総務省は、審査以外の目的において提出者に無断で使用し

ないものとする。審査の結果に基づいて選定された者（以下「研究管理機関候補」という。）

が提出した申請書類等の内容は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律（平成 11 年法

律第 42 号）に基づき、開示請求があった場合においては、不開示情報（個人情報、法人等の

正当な利益を害するおそれがある情報等）を除いて開示される場合がある。 

 

（６）応募に関する質問の問合せ先 

総務省国際戦略局技術政策課 

担当：衛藤、石井 

電話：03-5253-5725 

電子メールアドレス：scope@soumu.go.jp 

受付期間：2023年４月 18日（火）から同年５月 19日（金）までの間 

（電話の場合は、平日 10時から 17時まで〔12時から 13時までの間を除く〕） 

 

７ 選定について 

研究管理機関の選定は、本要領の「Ⅱ 「スタートアップ創出型萌芽的研究開発支援事業」研究管

理機関の公募に係る応募書類審査基準及び配点表」に示す項目等について、外部有識者等による総合

的な評価に基づいて実施する。 

 

８ 審査の実施 

（１）審査は、提出された提案書類等に基づいて、業務の目的に最も合致した提案を提出した者を選

定する。なお、必要に応じて追加資料の提出を求める場合がある。 

（２）審査結果は、応募者に遅滞なく通知し、選定された機関を公表する。 
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９ 契約の締結等 

（１）研究管理機関候補は総務省と委託契約を締結する。なお、選定後から契約の締結までの間に、

総務省との協議を経て、業務の内容・構成・規模、金額等に変更が生じる可能性がある。契約書

の作成に係る条件の協議が調い次第、契約を締結し、業務開始となる。 

（２）2024 年度以降の業務については、該当年度の予算成立を前提としてその前年度２月頃に継続

評価を実施し、その結果に基づいて契約を締結して実施するものとする。継続評価の結果によっ

ては、契約を締結しない場合がある。なお、評価内容及び評価項目については、「応募機関の適

格性等に係る評価項目」及び「提案内容に係る評価項目」を参考にして総務省が決定する。 

（３）契約を締結した場合は、総務省が実施する事業評価委員会への資料提出及び説明に協力するも

のとする。 
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II．「スタートアップ創出型萌芽的研究開発支援事業」研究管理機関の公募に係る応募書類

審査基準及び配点表 

 

以下の「１ 応募機関の適格性等に係る評価項目」及び「２ 提案内容に係る評価項目」の合計点で評

価する。評価者は、１.（１）、２.（１）、３.（１）及び ４.（１）の評価（A）欄に○又は×を記入

し、それ以外の評価（A）欄には、下記【採点基準】に従って点数を記入する。評価（A）が点数の場合、

これに係数（B）を掛けた A×Bが得点となる。配点欄の点数は各得点の最大値を表す。 

 

【採点基準】（１．（５）以外） 

Ａ（良い）  １０点 

Ｂ（やや良い）   ７点 

Ｃ（標準的）   ５点 

Ｄ（やや悪い）   ３点 

Ｅ（悪い）   ０点 

 

１ 応募機関の適格性等に係る評価項目 

審査項目 審査基準 配点 評価(A) 係数(B) A×B 

１．研究管理機関としての適格性 

 

（１） 

日本国内で登記されている法人格を有し

ているか。また、予算決算及び会計令第 70

条又は第 71 条の規定に該当しない者である

か。 

○又は×    

（２） 

本要領「３ 募集目的と業務内容」に定め

る業務や複数業務を管理する事務局業務等

の受託に関する専門知識・ノウハウ・実績等

を有しているか。 

30点  点 ×３ 点 

（３） 

適切な経営基盤及び一般的な経理処理能

力を有しているか（業務を実施する上で適切

な経営基盤を有しているか。また、業務に係

る資金の管理体制の詳細について定められ

ているか。）。 

20点 点 ×２ 点 

（４） 

本事業の運営等を遂行するために別途設

置する業務実施機関をはじめ、総務省や各研

究グループ、業務実施機関が構成する支援機

関ネットワークとの連携が円滑に進められ

る提案がされているか。 

20点 点 ×２ 点 

（５） 

女性活躍推進法に基づく認定（えるぼし認

定等）、次世代育成支援対策推進法に基づく

認定（くるみん認定等）、若者雇用促進法に

基づく認定（ユースエール認定）を取得して

いるか。 

10点 点 ×１ 点 

２．業務実施計画 

 
（１） 

提案する業務実施計画には、妥当性及び効

率性が認められるか（業務の実施目的に対

し、適切な業務実施計画が定められている

○又は×    
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か。）。 

３．業務実施体制と経費 

 

（１） 

業務実施全体を通じ、総務省国際戦略局技

術政策課と連携して業務を実施するための

十分な要員数や事務所の確保等の体制が構

築されているか。 

○又は×    

（２） 

業務実施費用の金額は妥当か（研究管理機

関運営として適切かつ必要最低限の費用と

なっているか。また、可能な限り合理化され

ているか。）。 

10点 点 ×２ 点 

（３） 
その他、業務を適切かつ効率的に実施する

ための工夫がなされているか。 
10点 点 ×１ 点 

 

２ 提案内容に係る評価項目 
審査項目 審査基準 配点 評価(A) 係数(B) A×B 

４．提案業務内容 

 （１） 
 業務の実施に当たって必要となる事務等の

実施が計画されているか。 
○又は×    

（２） 

契約書や申請書類等の管理が的確に遂行さ

れるよう、申請・進捗状況を適切に管理する工

夫がなされているか。 

10点 点 ×１ 点 

（３） 

書類作成作業が少ない等、研究グループが

研究開発に専念できるような考慮がなされて

いるか。 

10点 点 ×１ 点 

（４） 

研究不正等の問題の発生を未然に防ぎ、ま

た、問題が発生した場合は適切に対処できる

法的措置等の仕組みが整備されているか。 

10点 点 ×１ 点 

（５） 

経理処理が円滑に行われるための考慮がな

されているか。そのために必要な体制が構築

されているか。 

10点 点 ×１ 点 

（６） 

研究グループからの予算執行に関する質問

対応が円滑に行われるための考慮がなされて

いるか。そのために必要な体制が構築されて

いるか。 

10点 点 ×１ 点 

注１）１．（１）、２.（１）、３．（１）及び４．（１）の審査基準を満たさない者、すなわち評価（A）

に×の付いた項目のある者は、不合格として選定対象としない。 

注２）応募書類等において、応募者の外部協力者へ再委託又は共同実施の提案を行う場合、業務における

総合的な判断及び業務遂行管理部分を外部に再委託等してはならず、そのような提案を行った応募

者は、不合格として選定対象としないことがある。 

注３）１．（５）について、以下のとおり採点することとし、複数の認定等に該当する場合は、最も配点

が高い区分により加点を行うものとする。 

 

 女性活躍推進法に基づく認定 

（えるぼし認定企業・プラチナえるぼし認定企業） 

・プラチナえるぼし   10点 
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・えるぼし３段階目   ８点 

・えるぼし２段階目   ６点（※１） 

・えるぼし１段階目   ４点（※１） 

・行動計画策定     ２点（※２） 

※１ 労働時間等の働き方に係る基準は満たすこと。 

※２ 女性活躍推進法第８条に基づく一般事業主行動計画（計画期間が満了していないものに限る。）を

策定した企業（常時雇用する労働者の数が 100 人以下のものに限る。） 

 

 次世代育成支援対策推進法（次世代法）に基づく認定 

（くるみん認定企業・トライくるみん認定企業・プラチナくるみん認定企業） 

・プラチナくるみん   10点 

・くるみん（令和４年４月１日以降の基準）  ６点 

・くるみん（平成 29年４月１日～令和４年３月 31日までの基準）  ６点 

・トライくるみん   ６点 

・くるみん（平成 29年３月 31日までの基準）  ４点 

 

 青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定 

・ユースエール認定企業 ８点 
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別表：委託費用の区分（令和５年度情報通信分野における研究開発委託契約経理処理解説か

ら抜粋） 
大分類 中分類 説明 

Ⅰ．物品費 １.設備備品費 委託業務の実施に直接必要な物品に係る経費。 

 1．製作又は購入の場合 委託業務の実施に直接必要な物品（取得単価が 10 万円以上かつ使

用可能期間が１年以上のもの）の製作に係る製造原価又は購入に要す

る経費。 

 ２．リース・レンタルの場合 委託業務の実施に直接必要な物品をリース・レンタルにより調達す

る場合に要する経費（委託業務のために直接必要であって、委託先又

は第三者所有の実験装置、測定機器その他の設備、備品等の使用料。）。 

 

２.消耗品費 委託業務の実施に直接必要な物品（取得単価が 10 万円未満又は使

用可能期間が１年未満のもの。）の製作に係る製造原価又は購入に要

する経費。 

Ⅱ．人件費・

謝金 

 

1.人件費 委託業務に直接従事する研究者等の人件費。 

 1．研究員費 

 

実施計画書に登録されている委託業務に直接従事する研究員等の

人件費（原則として本給、賞与、諸手当（福利厚生に係るものを除

く。））。 

 ２．研究補助員費 委託業務に直接従事するアルバイト、パート、派遣社員等の経費（福

利厚生に係る経費を除く）。 

２.謝金 委託業務の実施に必要な知識、情報、意見等の交換や検討のために

設置する委員会等（シンポジウム、セミナー、ワーキング・グループ

等を含む。）の開催や運営に要する委員等（講演等を行う外部講師を

含む。）への謝金、又は個人による役務の提供等への謝金。 

Ⅲ．旅費 

1.旅費 委託業務の実施に直接必要となる出張等での研究員の旅費（交通

費、日当、宿泊費）、学会参加費等であって、委託先の旅費規程等に

より算定された経費。 

２.委員等旅費 委託業務の実施に直接必要な知識、情報、意見等の交換や検討のた

めに設置する委員会等（シンポジウム、セミナー、ワーキング・グル

ープ等を含む。）の開催や運営に要した委員等旅費（交通費、日当、

宿泊費）であって、委託先の委員等旅費規程等により算定された経費。

又は、委員会の委員が委託業務の実施に直接必要な調査に要する旅費

（交通費、日当、宿泊費）、学会参加費、その他経費等の委員調査費

であって、委託先の委員等旅費規程等により算定された経費。 

Ⅳ．その他 １.外注費（業務請負費（ソフトウ

ェア外注費含む）、保守費、改造

修理費） 

委託業務に直接必要なデータの分析等の外注にかかる経費（業務請

負費（ソフトウェア外注費含む。））。又は、委託業務に直接必要な

機器等の保守及び改造修理の外注に係る経費。 
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２.印刷製本費 委託業務の実施に直接必要な資料、成果報告書等の印刷や製本に要

する経費。 

３.会議費 

 

 

委託業務の実施に直接必要な知識、情報、意見等の交換、検討のた

めに設置する委員会等（シンポジウム、セミナー、ワーキング・グル

ープ等を含む。）の開催や運営に要する会議費、会場借料、消耗品費、

資料作成費その他経費。 

４.通信運搬費（通信費、機械装置

等運送費） 

委託業務の実施に直接必要な物品の運搬費・郵便料、データの送受

信等の通信・電話料、機械装置等運送費等。 

５.光熱水料 委託業務の実施に直接使用するプラント及び機器等の運転等に要

する電気、ガス、水道等の経費。 

６.その他（諸経費）（設備施設料、

その他特別費等） 

委託業務の実施に直接必要な設備、施設使用、学会論文投稿、図

書資料、クラウドサービス等に要する経費。また、委託業務の実施

に直接必要なものであって、他の項目に該当しないが、特に必要と認

められる経費。 

７.消費税相当額 「人件費」「外国旅費のうち支度料や国内分の旅費を除いた額」「謝

金」等の消費税に関して不課税、非課税又は免税取引となる経費の消

費税率に相当する額。 

Ⅴ．間接経費 間接経費 Ⅰ～Ⅳの直接経費（消費税及び消費税相当額含む。）に間接経費率

を乗じた額。 
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